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広島市告示第４１５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４１６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１７号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションり
ぼん

広島市佐伯区藤
垂園１－１５

令和６年６月
１日

令和１２年５
月３１日

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションう
さぎケア

広島市佐伯区美
鈴が丘西一丁目
５ － １ ５ 美 鈴
モールＣ棟２号
室

令和６年８月
１日

令和１２年７
月３１日

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

規 則 告 示



―８―　第１１３３号 令和６年１０月３１日広 島 市 報

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４１９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４２０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ｙａ
ｓａｓｈｉｏ

三 ツ 星 ヘ ル
パ ー ス テ ー
ション

広島市中区本
川町三丁目４
番１２号

訪問介護

株式会社ｓｅ
ｃｏｎｄ　ｈ
ｏｕｓｅ

訪問介護セカ
ンドハウス十
日市

広島市中区広
瀬町７番２３
－１０１号

訪問介護

ＭＡＮＹＰＥ
ＯＰＬＥ株式
会社

訪 問 介 護 メ
ニーピープル
広島西

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目３３番３－
４０１号

訪問介護

株 式 会 社 ス
トック

訪 問 看 護 ス
テーションソ
ラナス十日市

広島市中区榎
町２番１２号
門出ビル１Ｆ

訪問看護及び介
護予防訪問看護

アースサポー
ト株式会社

アースサポー
ト広島

広島市西区打
越町１２番２
１号

通所介護

ＭＡＮＹＰＥ
ＯＰＬＥ株式
会社

福 祉 用 具 メ
ニーピープル
広島

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目３３番３－
４０１号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

ＭＡＮＹＰＥ
ＯＰＬＥ株式
会社

福 祉 用 具 メ
ニーピープル
広島

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目３３番３－
４０１号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売



広島市告示第４２１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４２２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４２３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年９月１日

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ＭＡＮＹＰＥ
ＯＰＬＥ株式
会社

定 期 巡 回 メ
ニーピープル
広島西

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目３３番３－
４０１号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ｙａ
ｓａｓｈｉｏ

三 ツ 星 ヘ ル
パ ー ス テ ー
ション

広島市中区本
川町三丁目４
番１２号

訪問介護サービ
ス

株式会社ｓｅ
ｃｏｎｄ　ｈ
ｏｕｓｅ

訪問介護セカ
ンドハウス十
日市

広島市中区広
瀬町７番２３
－１０１号

訪問介護サービ
ス

ＭＡＮＹＰＥ
ＯＰＬＥ株式
会社

訪 問 介 護 メ
ニーピープル
広島西

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目３３番３－
４０１号

訪問介護サービ
ス

アースサポー
ト株式会社

アースサポー
ト広島

広島市西区打
越町１２番２
１号

１日型デイサー
ビス
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４２４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第１１５条の３０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年９月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４２５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

　　所在地　広島市佐伯区石内東四丁目５００番１２ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　イオンモール株式会社

　　代表取締役社長　大野　惠司

　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）イオンモール株式会社

　　　　　　　　代表取締役　岩村　康次

　　　　　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

　　　（変更後）イオンモール株式会社

　　　　　　　　代表取締役　大野　惠司

　　　　　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ｈｉ
Ｙｏｒｉ

ケアサポート
ｈｉＹｏｒｉ

広島市西区天
満町１４番５
－１０１号

居宅介護支援

一般社団法人
あすなろ

居宅介護支援
事業所みゆ

広島市安佐南
区東野三丁目
２３番６号

居宅介護支援

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

一般社団法人
あすなろ

居宅介護支援
事業所みゆ

広島市安佐南
区東野三丁目
２３番６号

介護予防支援

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）別紙１のとおり。

　　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　令和６年５月２３日

　　別紙１、２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年８月２３日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月２日から令和７年１月２日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年１月２日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４２６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により、令和６年３月２９日付けで届出された次の大規

摸小売店舗について、同法第８条第２項の規定により意見書の提

出がありましたので、同条第３項の規定により、その概要を公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　（仮称）広島駅ビル　ｅｋｉｅ（エキエ）（東区

画）

　　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　提出された意見の概要

　　別紙のとおり。
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３　提出された意見書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

４　提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月４日から同年１０月４日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

別紙　略



広島市告示第４２７号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により、令和６年３月２９日付けで届出された次の大規

模小売店舗について、同法第８条第２項の規定により意見書の提

出がありましたので、同条第３項の規定により、その概要を公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　（仮称）広島駅ビル　ｅｋｉｅ（エキエ）（東区

画）

　　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　提出された意見の概要

　　別紙のとおり。

３　提出された意見書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

４　提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月４日から同年１０月４日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

別紙　略



広島市告示第４２８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　令和６年第３回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和６年９月１２日

２　招集場所　広島市役所



広島市告示第４２９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区可部南二丁目の２３３番１・２４５番合併、

２４３番・２４４番・２３３番３合併、２３５番１、２３５番

３、２３６番１、２３６番３、２３６番４、２４０番１、２４

２番１、２４２番２、２４２番５及び２５５番１

２　開発面積

　　３，８７１．９１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　岡山市中区清水３６９番地２

　　株式会社ザグザグ

　　代表取締役　森　信

４　検査済証交付年月日

　　令和６年９月５日



広島市告示第４３０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめテラス園

　　所在地　広島市安佐南区西原五丁目４２６番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役社長　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり。

　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　令和６年２月１日

５　届出年月日

　　令和６年９月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
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　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月５日から令和７年１月５日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年１月５日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第４３１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめタウンみゆき

　　所在地　広島市南区宇品西六丁目１３６９番

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役社長　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり。

　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　令和６年６月２７日

５　届出年月日

　　令和６年９月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月５日から令和７年１月５日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年１月５日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４３２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＬＥＣＴ（レクト）

　　所在地　広島市西区扇二丁目１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役社長　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

　　ほか１者

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり。

　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり。

５　届出年月日
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　　令和６年９月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月５日から令和７年１月５日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年１月５日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４３３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項

の規定により、広島市学校給食費等債権回収等業務において、公

金の収納に関する事務（以下「公金事務」という。）を次のとお

り委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　公金事務の委託を受けた者（以下「指定公金事務取扱者」と

いう。）の名称、所在地

　　名　称　弁護士法人　一番町綜合法律事務所

　　所在地　東京都千代田区紀尾井町３番１２号　紀尾井町ビ

ル

２　指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

　　学校給食費及びこれに係る遅延損害金、日本スポーツ振興セ

ンター共済掛金、高等学校等授業料等及びこれに係る延滞金、

旧湯来町奨学金及びこれに係る延滞金、地域改善対策奨学資金

貸付金及びこれに係る延滞利子

３　委託した期間

　　令和６年８月１３日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第４３４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市佐伯区石内北五丁目５０１３番４８

２　開発面積

　　３，６３７．０２㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐南区八木五丁目１０番１７号

　　株式会社タガワ

　　代表取締役　石村　満春

４　検査済証交付年月日

　　令和６年９月６日



広島市告示第４３５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４３６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時まで



広島市告示第４３７号　

令和６年９月１１日　

文書名
印影を印刷する

公印の名称

営業許可証 保健所長印
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　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区小河原町字片山の１１１４番４の一部、１１

２１番４の一部、１１２１番７の一部、１１２１番８、１１２

２番１、１１２２番３の一部、１１２２番４の一部、１１２３

番１、１１２３番２の一部、１１２４番１、１１２４番２の一

部、１１２５番１、１１２５番２の一部、１１２５番３の一

部、１１２６番１、１１２６番２の一部、１１６５番１、１１

６５番２の一部、１１６６番１の一部、１１６９番３、１１６

９番４、１１７０番１、１１７０番２の一部、１１７１番１、

１１７１番２の一部並びに１１２３番１地先の里道並びに１１

２２番４地先及び１１７１番２地先の水路

２　開発面積

　　５，３４１．６７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐北区落合二丁目１９番５号

　　株式会社ＢＩＭ

　　代表取締役　藤田　準一郎

４　検査済証交付年月日

　　令和６年９月１０日



広島市告示第４３８号　

令和６年９月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４３９号　

令和６年９月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４４０号　

令和６年９月１２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４４１号　

令和６年９月１２日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定

に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未

収金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業

所の所在地

　　名称　弁護士法人　エジソン法律事務所

　　代表者の氏名　弁護士　大達　一賢

　　住所又は事業所の所在地

　　　東京都千代田区神田錦町一丁目８番１１号　錦町ビルディ

ング４Ｆ・８Ｆ

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

広島ＤＳ内視
鏡・日帰り手
術クリニック

広島市中区紙屋
町二丁目２－２
紙屋町ビル３階

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

澤田歯科医院
広島市中区新天
地４－１０

令和６年８月
１日

令和１２年７
月３１日

どい医院
広島市東区戸坂
大上四丁目１５
－２６

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

温品調剤薬局
広島市東区温品
六丁目１－１２

令和６年８月
１日

令和１２年７
月３１日

わき外科日帰
り 手 術 ク リ
ニック

広島市西区横川
町二丁目７－１
９横川メディカ
ルプラザ６階

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

すみれ歯科ク
リニック

広島市安佐南区
八木二丁目６－
３９－７

令和６年８月
１日

令和１２年７
月３１日

ウォンツ沼田
伴薬局

広島市安佐南区
伴東七丁目６１
－１

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

訪問看護事業
所　川内

広島市安佐南区
川内五丁目１－
４９

令和４年３月
１日

令和１０年２
月２９日

川原歯科・矯
正 歯 科 ク リ
ニック

広島市安佐北区
三入三丁目７－
２４

令和６年８月
１９日

令和１２年８
月１８日
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２　指定公金事務取扱者の指定をした日

　　令和６年９月１２日

３　指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間

　　令和６年９月１２日から令和７年３月３１日



広島市告示第４４２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ７ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４４３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フレスタ宇品

　　所在地　広島市南区宇品西六丁目１３７２番外

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フレスタ

　　代表取締役　宗兼　邦生

　　広島市西区横川町三丁目２番３６号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり。

　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年９月１１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年９月１８日から令和７年１月１８日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年１月１８日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第４４４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項の規定により、令和５年度決算に係る健全

化判断比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實　

（単位：％）

備考

　１　実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「－」は、実質

赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

　２　括弧内に掲げる数値は、本市に適用される早期健全化基準

を示す。



広島市告示第４４５号　

令和６年９月２０日　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第２２条第１項の規定により、令和５年度決算に係る資

金不足比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實　

（単位：％）

実質赤字比率
連結実質赤字

比率
実質公債費

比率
将来負担比率

－　
（１１．２５）

－　
（１６．２５）

９．６　
（２５．０）

１６５．４　
（４００．０）

特別会計の名称 資金不足比率

中 央 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 －

国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等 特 別 会 計 －

開 発 事 業 特 別 会 計 －
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水 道 事 業 会 計 －

下 水 道 事 業 会 計 －

安 芸 市 民 病 院 事 業 会 計 －

備考

　１　資金不足比率の欄の「－」は、資金の不足額がないことを

示す。

　２　本市に適用される経営健全化基準は、２０％である。



広島市告示第４４６号　

令和６年９月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年９月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

別紙　略



広島市告示第４４７号　

令和６年９月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和６年９月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第４４８号　

令和６年９月２４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４４９号　

令和６年９月２４日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４５０号　

令和６年９月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４５２号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により、広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）第一種

市街地再開発事業を決定したので、同法第２０条第１項の規定に

より、次のとおり告示し、同条第２項の規定により同法第１４条

第１項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）第一種市街地

再開発事業

　　西広島駅南口西地区第一種市街地再開発事業

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市西区己斐本町一丁目

３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第４５３号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお
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いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）高度利用地区を変更したので、同

法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定に

より、次のとおり告示します。

　なお、同法第２０条第２項の規定により、関係図書を広島市都

市整備局都市計画課、西区役所建設部建築課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）高度利用地

区

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　西区役所建設部建築課



広島市告示第４５４号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により、広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとお

り告示します。

　なお、都市計画法第２０条第２項の規定により、関係図書を広

島市都市整備局都市計画課、西区役所建設部建築課において縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　西区役所建設部建築課



広島市告示第４５５号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

名称 位置及び区域

西広島駅南口西地区
広島市西区己斐本町一丁目の一
部

名称 位置及び区域

西広島駅南口西地区　地
区計画（決定）

広島市西区己斐本町一丁目の一
部

（広島平和記念都市建設計画）道路を変更したので、同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次

のとおり告示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に

規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路

　　３・１・３０１号　比治山庚午線

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市西区己斐本町一丁目

３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第４５６号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）道路を変更したので、同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次

のとおり告示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に

規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路

　　８・６・３０５号　西広島駅己斐本町線

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市西区己斐本町一丁目

３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第４５７号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）通路を変更したので、同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次

のとおり告示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に

規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）通路

　　３０２号　西広島駅南口西通路

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市西区己斐本町一丁目
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３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第４５８号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により、広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとお

り告示します。

　なお、都市計画法第２０条第２項の規定により、関係図書を広

島市都市整備局都市計画課、佐伯区役所建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　佐伯区役所農林建設部建築課



広島市告示第４５９号　

令和６年９月２６日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により、広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとお

り告示します。

　なお、都市計画法第２０条第２項の規定により、関係図書を広

島市都市整備局都市計画課、安佐北区農林建設部建築課において

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　安佐北区役所農林建設部建築課

名称 位置及び区域

西風新都石内下中平田地
区　地区計画（決定）

広島市佐伯区五日市町大字石内
の一部

名称 位置及び区域

桐陽台地区　地区計画
（決定）

広島市安佐北区三入東一丁目及
び三入東二丁目の各一部



広島市告示第４６０号　

令和６年９月２６日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５２条第１項第８

号、第５３条第１項第６号、第５６条第１項第２号ニ及び別表第

３の５の項（に）の欄の規定に基づき、広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物につ

いて、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更し

たので告示します。

　なお、この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

第５２条第１項第８号の規定に基づき定
める区域

第５２条第１項第８
号の規定に基づき定
める数値

１　市街化調整区域のうち２の項から５
の項までに掲げる区域を除く区域

１０分の１０

２　平成１６年広島市告示第２１２号
（以下「旧告示」という。）の施行の
際、次の各号のいずれかに該当する区
域

　　旧告示の施行の際、現に存する建
築物又は現に建築、修繕若しくは模
様替の工事中の建築物の敷地の区域
で容積率が１０分の１０を超えてい
る区域

　　都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第４１条第１項の規定に基
づき容積率が１０分の１０を超え１
０分の２０以下と定められている区
域

１０分の２０

３　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の２０を超え１０分の３０以下と
定められている区域

１０分の３０

４　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の３０を超えて定められている区
域

１０分の４０

５　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
及びＤ並びに別図５のＥ並びに別図６
のＦ並びに別図７のＧ並びに別図８の
Ｈ及びＩ並びに別図９のＪ及びＫの部
分に限る。）内において、同法第１２
条の５第７項の規定に基づき容積率を
１０分の２０と定める区域

１０分の２０

第５３条第１項第６号の規定に基づき定
める区域

第５３条第１項第６
号の規定に基づき定
める数値

１　市街化調整区域のうち２の項から５
の項に掲げる区域を除く区域

１０分の５

２　旧告示の施行の際、次の各号のいず
れかに該当する区域

　　旧告示施行の際、現に存する建築
物又は現に建築、修繕若しくは模様
替の工事中の建築物の敷地の区域で



―１８―　第１１３３号 令和６年１０月３１日広 島 市 報

建蔽率が１０分の５を超えている区
域

　　都市計画法第４１条第１項の規定
に基づき建蔽率が１０分の５を超え
１０分の６以下と定められている区
域

１０分の６

３　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建蔽率が１
０分の６を超えて定められている区域

１０分の７

４　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図３の
Ｂ並びに別図４のＤ並びに別図５のＥ
並びに別図６のＦ並びに別図７のＧ並
びに別図８のＩ並びに別図９のＫの部
分に限る。）内において、同法第１２
条の５第７項の規定に基づき建蔽率を
１０分の６と定める区域

１０分の６

５　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ及び別図４のＣ並びに別図８のＨ並
びに別図９のＪの部分に限る。）内に
おいて、同法第１２条の５第７項の規
定に基づき建蔽率を１０分の７と定め
る区域

１０分の７

第５６条第１項第２号ニの規定に基づき
定める区域

第５６条第１項第２
号ニの規定に基づき
定める数値

１　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域

１．２５

２　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

２．５

３　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
並びに別図８のＨ並びに別図９のＪの
部分に限る。）内において、同法第１
２条の５第７項の規定に基づき、建築
物の高さの最高限度について「隣地境
界線までの水平距離のうち最小のもの
に相当する距離を加えたものに２．５
を乗じて得たもの」と定める区域

２．５

法別表第３の５の項（に）の欄の規定に
基づき定める区域

法別表第３の５の項
（に）の欄の規定に
基づき定める数値

１　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域

１．２５

２　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

１．５

３　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
並びに別図８のＨ並びに別図９のＪの
部分に限る。）内において、同法第１
２条の５第７項の規定に基づき、建築
物の高さの最高限度について「前面道
路の反対側の境界線までの水平距離に

１．５

１．５を乗じて得たもの」と定める区
域

別図１から別図９まで　略



広島市告示第４６１号　

令和６年９月２６日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、令和６年９月２６日から同年１０月１０日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４６２号　

令和６年９月２６日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、令和６年９月２６日から同年１０月１０日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

整理
番号

路線名
起点

終点

17687
西３区１０
８号線

西区己斐中一丁目３０６番地地先

西区己斐中一丁目１１２番地１地先

17688
西３区１０
９号線

西区己斐中一丁目３５８番地１地先

西区己斐本町一丁目３２５番地６地先

17689
西３区１１
０号線

西区己斐中一丁目３３３番地５地先

西区己斐中一丁目３２５番地４地先

17690
西３区１１
３号線

西区己斐中一丁目３０１番地１地先

西区己斐中一丁目３０６番地地先

17691
西４区３４
２号線

西区田方三丁目１５３６番地２地先

西区田方三丁目９４４番地地先

17692
安佐南２区
１１５２号
線

安佐南区上安二丁目１２３番地５地先

安佐南区上安二丁目１２３番地９地先

17693
安佐南４区
３１３号線

安佐南区沼田町大字伴字大原迫７８１番
地２地先

安佐南区沼田町大字伴字大原迫７００番
地４０地先

17694
安佐北２区
１１３１号
線

安佐北区深川六丁目１４３７番地１地先

安佐北区深川六丁目１４４１番地３地先

17695
佐伯１区１
０５号線

佐伯区五日市町大字石内字出合４５９８
番地５地先

佐伯区五日市町大字石内字曲崎３２６８
番地１地先

整理
番号

路線名
起点

終点

17696
東１区５５
６号線

東区馬木六丁目１９４７番地２地先

東区馬木六丁目４４９番地２３地先
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17697
東１区５５
７号線

東区温品五丁目１２３３番地１１４地先

東区温品五丁目１２３３番地９７地先

17698
東１区５５
８号線

東区温品五丁目１２３３番地９４地先

東区温品五丁目１２３３番地８５地先

17699
東１区５５
９号線

東区温品五丁目１２３３番地４３地先

東区温品五丁目１２３３番地８５地先

17700
東１区５６
０号線

東区温品五丁目１２３３番地４５地先

東区温品五丁目１２３３番地５２地先

17701
東１区５６
１号線

東区温品五丁目１２３３番地７４地先

東区温品五丁目１２３３番地６６地先

17702
東２区２７
５号線

東区戸坂千足二丁目８８７番地１地先

東区戸坂千足二丁目８８７番地９地先

17703
西２区２１
３号線

西区観音新町四丁目２８７４番地１４４
地先

西区観音新町四丁目２８７４番地１８２
地先

17704
西３区１０
８号線

西区己斐本町一丁目１０４番地１０地先

西区己斐中一丁目３０８番地２地先

17705
西３区１０
９号線

西区己斐本町一丁目３２３番地１７地先

西区己斐本町一丁目３２３番地１３地先

17706
西３区５１
２号線

西区己斐上二丁目１３２６番地５７地先

西区己斐上二丁目１３２６番地５０地先

17707
西３区５１
３号線

西区己斐中一丁目３１７番地１４地先

西区己斐中一丁目３１７番地２１地先

17708
西３区５１
４号線

西区己斐本町一丁目３２３番地２４地先

西区己斐中一丁目３１０番地５地先

17709
西３区５１
５号線

西区己斐中一丁目３１７番地４地先

西区己斐中一丁目３１７番地２７地先

17710
西３区５１
６号線

西区己斐本町一丁目３２３番地２７地先

西区己斐本町一丁目３２３番地２７地先

17711
西３区５１
７号線

西区己斐本町一丁目３２３番地１７地先

西区己斐本町一丁目３２３番地１７地先

17712
西４区３４
２号線

西区田方三丁目１５３６番地２地先

西区田方三丁目９４５番地１地先

17713
西５区４０
７号線

西区井口四丁目３１６番地２地先

西区井口四丁目３１０番地１１地先

17714
安佐南２区
１１５２号
線

安佐南区上安二丁目１２３番地５地先

安佐南区上安二丁目１１９番地３１地先

17715
安佐南２区
１１５６号
線

安佐南区上安二丁目１１９番地１５地先

安佐南区上安二丁目１１９番地１３地先

17716
安佐南４区
３１３号線

安佐南区伴東八丁目７８０番地２４地先

安佐南区伴東八丁目７７９番地１地先

17717
安佐南４区
８６８号線

安佐南区沼田町大字阿戸字津登ケ原３９
２６番地２地先

安佐南区沼田町大字阿戸字津登ケ原３８
８６番地３地先

17718
安佐北２区
１１３１号
線

安佐北区深川六丁目１４３７番地１地先

安佐北区深川六丁目１４１８番地４地先

17719
安佐北２区
１１４０号
線

安佐北区深川六丁目１４１８番地９地先

安佐北区深川六丁目１４１８番地１２地
先

17720
安佐北２区
１１４１号
線

安佐北区深川六丁目１４１８番地１地先

安佐北区深川六丁目１４１８番地２０地
先

17721
安佐北３区
１０２０号
線

安佐北区亀山一丁目８７８番地３地先

安佐北区亀山一丁目８７８番地６地先

17722
佐伯１区１
０５号線

佐伯区五日市町大字石内字出合４５９８
番地５地先

佐伯区五日市町大字石内字出合４６０１
番地１地先

17723
佐伯１区５
５９号線

佐伯区五日市町大字石内字出合４６０３
番地１地先

佐伯区五日市町大字石内字出合４６０３
番地１地先

17724
佐伯３区３
３７号線

佐伯区三宅四丁目５８６番地１地先

佐伯区三宅四丁目５７７番地５地先

17725
佐伯４区５
８６号線

佐伯区五日市町大字皆賀字山田３２８番
地５地先

佐伯区五日市町大字皆賀字山田３２８番
地３地先



広島市告示第４６３号　

令和６年９月２６日　

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、告示します。

　その関係図面は、令和６年９月２６日から同年１０月１０日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東１区５５
６号線

5.00　メートル
～

11.80　　　　　

メートル
157.33

市　道
東１区５５
７号線

6.00　メートル
～

14.00　　　　　

メートル
201.14

市　道
東１区５５
８号線

6.00　メートル
～

13.00　　　　　

メートル
91.85

市　道
東１区５５
９号線

6.00　メートル
～

15.50　　　　　

メートル
251.05

市　道
東１区５６
０号線

6.00　メートル
～

24.80　　　　　

メートル
114.56

市　道
東１区５６
１号線

6.00　メートル
～

23.50　　　　　

メートル
131.96

市　道
東２区２７
５号線

4.20　メートル
～
9.20　　　　　

メートル
41.85

市　道
西２区２１
３号線

10.00　メートル
～

28.80　　　　　

メートル
687.44

市　道
西３区１０
８号線

4.90　メートル
～

13.00　　　　　

メートル
239.76
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市　道
西３区１０
９号線

3.90　メートル
～
7.50　　　　　

メートル
233.96

市　道
西３区５１
２号線

6.00　メートル
～

13.38　　　　　

メートル
98.56

市　道
西３区５１
３号線

6.00　メートル
～

13.00　　　　　

メートル
32.97

市　道
西３区５１
４号線

6.00　メートル
～

13.00　　　　　

メートル
186.89

市　道
西３区５１
５号線

6.00　メートル
～

13.00　　　　　

メートル
31.75

市　道
西３区５１
６号線

4.00　メートル
～
6.10　　　　　

メートル
42.18

市　道
西３区５１
７号線

4.00　メートル
～
8.20　　　　　

メートル
69.10

市　道
西４区３４
２号線

4.20　メートル
～

17.33　　　　　

メートル
202.81

市　道
西５区４０
７号線

6.00　メートル
～
8.50　　　　　

メートル
51.60

市　道
安佐南２区
１１５２号
線

6.00　メートル
～

10.50　　　　　

メートル
111.57

市　道
安佐南２区
１１５６号
線

6.00　メートル
～

11.00　　　　　

メートル
34.95

市　道
安佐南４区
３１３号線

1.80　メートル
～

10.00　　　　　

メートル
261.59

市　道
安佐南４区
８６８号線

4.00　メートル
～
8.91　　　　　

メートル
136.96

市　道
安佐北２区
１１３１号
線

4.20　メートル
～

10.01　　　　　

メートル
137.35

市　道
安佐北２区
１１４０号
線

6.00　メートル
～

13.16　　　　　

メートル
56.21

市　道
安佐北２区
１１４１号
線

6.00　メートル
～

13.16　　　　　

メートル
28.75

市　道
安佐北３区
１０２０号
線

5.00　メートル
～

15.01　　　　　

メートル
49.91

市　道
佐伯１区１
０５号線

2.30　メートル
～

10.13　　　　　

メートル
136.19

市　道
佐伯１区５
５９号線

1.80　メートル
～
3.47　　　　　

メートル
42.90

市　道
佐伯３区３
３７号線

4.55　メートル
～
8.00　　　　　

メートル
46.68

市　道 佐伯４区５
4.50　メートル
～

メートル
54.13

８６号線 7.50　　　　　



広島市告示第４６４号　

令和６年９月２６日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年９月２６日から同年１０月１０日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東１区
５５６
号線

東区馬木六丁目１９４７番
地２地先 令和６年９月２

６日東区馬木六丁目４４９番地
２３地先

市　道
東１区
５５７
号線

東区温品五丁目１２３３番
地１１４地先 令和６年９月２

６日東区温品五丁目１２３３番
地９７地先

市　道
東１区
５５８
号線

東区温品五丁目１２３３番
地９４地先 令和６年９月２

６日東区温品五丁目１２３３番
地８５地先

市　道
東１区
５５９
号線

東区温品五丁目１２３３番
地４３地先 令和６年９月２

６日東区温品五丁目１２３３番
地８５地先

市　道
東１区
５６０
号線

東区温品五丁目１２３３番
地４５地先 令和６年９月２

６日東区温品五丁目１２３３番
地５２地先

市　道
東１区
５６１
号線

東区温品五丁目１２３３番
地７４地先 令和６年９月２

６日東区温品五丁目１２３３番
地６６地先

市　道
東２区
２７５
号線

東区戸坂千足二丁目８８７
番地１地先 令和６年９月２

６日東区戸坂千足二丁目８８７
番地９地先

市　道
西３区
１０８
号線

西区己斐本町一丁目１０４
番地１０地先 令和６年９月２

６日西区己斐本町一丁目１０９
番地１４地先

市　道
西３区
１０９
号線

西区己斐本町一丁目３２３
番地１７地先 令和６年９月２

６日西区己斐本町一丁目３２３
番地１３地先

市　道
西３区
５１２
号線

西区己斐上二丁目１３２６
番地５７地先 令和６年９月２

６日西区己斐上二丁目１３２６
番地５０地先

市　道
西４区
３４２
号線

西区田方三丁目１５３６番
地２地先 令和６年９月２

６日西区田方三丁目９４５番地
１地先
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市　道
西５区
４０７
号線

西区井口四丁目３１６番地
２地先 令和６年９月２

６日西区井口四丁目３１０番地
１１地先

市　道

安佐南
２区１
１５２
号線

安佐南区上安二丁目１２３
番地５地先 令和６年９月２

６日安佐南区上安二丁目１１９
番地３１地先

市　道

安佐南
２区１
１５６
号線

安佐南区上安二丁目１１９
番地１５地先 令和６年９月２

６日安佐南区上安二丁目１１９
番地１３地先

市　道

安佐南
４区３
１３号
線

安佐南区伴東八丁目７８０
番地２４地先 令和６年９月２

６日安佐南区伴東八丁目７７９
番地１地先

市　道

安佐北
２区１
１３１
号線

安佐北区深川六丁目１４３
７番地１地先 令和６年９月２

６日安佐北区深川六丁目１４１
８番地４地先

市　道

安佐北
２区１
１４０
号線

安佐北区深川六丁目１４１
８番地９地先 令和６年９月２

６日安佐北区深川六丁目１４１
８番地１２地先

市　道

安佐北
２区１
１４１
号線

安佐北区深川六丁目１４１
８番地１地先 令和６年９月２

６日安佐北区深川六丁目１４１
８番地２０地先

市　道

安佐北
３区１
０２０
号線

安佐北区亀山一丁目８７８
番地３地先 令和６年９月２

６日安佐北区亀山一丁目８７８
番地６地先

市　道
佐伯１
区１０
５号線

佐伯区五日市町大字石内字
出合４５９８番地５地先 令和６年９月２

６日佐伯区五日市町大字石内字
出合４６０１番地１地先

市　道
佐伯１
区５５
９号線

佐伯区五日市町大字石内字
出合４６０３番地１地先 令和６年９月２

６日佐伯区五日市町大字石内字
出合４６０３番地１地先

市　道
佐伯３
区３３
７号線

佐伯区三宅四丁目５８６番
地１地先 令和６年９月２

６日佐伯区三宅四丁目５７７番
地５地先

市　道
佐伯４
区５８
６号線

佐伯区五日市町大字皆賀字
山田３２８番地５地先 令和６年９月２

６日佐伯区五日市町大字皆賀字
山田３２８番地３地先



広島市告示第４６５号　

令和６年９月２７日　

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項及び第８条第１項の規定による特定施設の設置及び構

造等の変更の許可の申請があったので、同法第５条第４項の規定

により、その概要を告示します。

　なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響につい

ての事前評価に関する事項を記載した書面は、令和６年９月２７

日から令和６年１０月１８日までの間、広島市環境局環境保全課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　申請者等

　　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

　　　申請者の住所　　大阪市浪速区塩草二丁目９番５号

　　　申請者の名称　　日本酪農協同株式会社

　　　代表者の氏名　　代表取締役　後藤　正純

　　工場又は事業場の所在地及び名称

　　　事業場の所在地　広島市安佐南区西原二丁目２７番３０号

　　　事業場の名称　　日本酪農協同株式会社広島工場

２　申請内容

　　日本酪農協同株式会社広島工場は水質汚濁防止法施行令（昭

和４６年政令第１８８号）別表第１の第２号畜産食料品製造業

のように供する施設を有する事業場である。

　　過去の更新により、特定施設４基が無許可設置となっていた

ことが発覚したため、申請を行う。

　　今回の申請により、公共用水域に排出される排出水の汚染状

態及び量は減少する。

　　特定施設の種類、能力及び使用の方法

　　　別紙１のとおり。

　　汚水等の処理の方法

　　　別紙２のとおり。

　　排出水の汚染状態及び量

　　　別紙３のとおり。

別紙１から別紙３まで　略



広島市告示第４６６号　

令和６年９月３０日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第１１条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示（中区）第９０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
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ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１項の規

定に基づく下記の対象区域における一の敷地とみなすことの認定

を取消しますので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）第１０条の２２の２に基づき告示します。

　この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　対象区域の名称

　　－

２　対象区域の位置

　　広島市中区西白島町２３－２

３　認定番号

　　第１号

４　認定年月日

　　昭和３０年１月３１日

５　対象区域及びその区域内の建築物等の概要

　　別紙による。

別紙　略



広島市告示（中区）第９２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ３ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年９月４日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ３ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年９月５日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第７６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路を次のように指定したので、建築基準法施行

規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和６年９月３日
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３　路線名　　　　主要地方道広島中島線

４　指定場所　　　広島市東区温品四丁目

５　指定幅員　　　幅員　１７．０メートル～２４．６メートル



広島市告示（東区）第７７号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日　

　広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車に

ついては、令和６年８月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第７８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日　

　戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和６年８月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第７９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和６年９月１８日

３　道路の位置　　広島市東区牛田新町四丁目の２６３番１の一

部、２６３番２の一部、３１８番の一部及び

３１８番地先水路

４　幅員　　　　　４．２２～６．３０メートル

５　延長　　　　　５０．０７メートル



広島市告示（東区）第８２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ５ 日　

　都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例

（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の２の規定に基づき

告示します。

　その関係図面は、令和６年９月２５日から同年１０月９日まで

広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（東区）第８３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年９月２７日から１０月１１日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第８４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

名称 所在地 変更の期日 区域

中山西第一
公園

東区中山西二丁目地
内

令和６年９月２
５日

別図のと
おり

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東４区
２７号
線

東区牛田本
町二丁目３
９１番地４
８地先から
東区牛田本
町二丁目３
９１番地４
４地先まで

旧

メートル
2.72
～

2.72

メートル

20.60

新

メートル
3.36
～

3.36



―２４―　第１１３３号 令和６年１０月３１日広 島 市 報

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年９月２７日から１０月１１日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第８５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車に

ついては、令和６年９月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１２２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和６年９月３日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、別紙のとおり告示します。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東４区
２７号
線

東区牛田本町二丁目３９１
番地４８地先から
東区牛田本町二丁目３９１
番地４４地先まで

令和６年９月２
７日

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日　

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年９月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２７号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ２ 日　
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１２９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ７ 日　

　広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等につ

いては、令和６年９月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課に

おいて縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

別図　略



広島市告示（安佐南区）第１２８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和６年９月５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内五丁目の１１８６番２の

一部及び１１８６番２地先水路

４　幅員及び延長　幅員　４．２０ｍ

名称 所在地 供用開始の期日 区域

伴中央第三
公園

広島市安佐南区伴中
央四丁目３６９９－
４

令和６年９月３
日

別図のと
おり
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　　　　　　　　　延長　４２．７３ｍ



広島市告示（安佐南区）第１２９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１３号

２　指定年月日　　令和６年９月５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内五丁目の１０６１番２、

１０６７番３、１１９０番２の一部及び１０

６１番２地先水路

４　幅員及び延長　幅員　４．２０ｍ

　　　　　　　　　延長　１８．０７ｍ



広島市告示（安佐南区）第１３０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年９月１０日から同月２４日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１３１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１４号

２　指定年月日　　令和６年９月１０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内一丁目の１４９９番４の

一部及び１４９９番５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ

　　　　　　　　　延長　３２．２４ｍ

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区長
束八木
線

安佐南区緑井八丁目７１０
番地７地先から
安佐南区八木町大字上原５
８５６番地１地先まで

令和６年９月１
０日



広島市告示（安佐南区）第１３２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年９月

１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第１３３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和６年９月１８日から同年１０月２日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１３４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項

の規定に基づき、同条第１項に規定する地縁による団体として、

下記のとおり認可しましたので、同条第１０項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　名称　　　　　　　城山自治会

２　規約に定める目的　本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進

を図り、地域課題の解決に取り組む事に

より住みよい地域社会の形成を推進する

事を目的とする。

３　区域　　　　　　　広島市安佐南区八木五丁目１番１号から

４号、１３番から１４番、１６番から２

２番（「希望の園」の敷地を除く）、３

３番及び３５番１号までの地番で示す区

域

４　事務所　　　　　　広島市安佐南区八木五丁目１９番１２号

５　代表者の氏名住所　氏　名　　浴森　章

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧

安佐南２区１
３９７号里道

安佐南区東野二丁目６１７番地
先から安佐南区東野二丁目６１
８番１地先まで

新
安佐南区東野二丁目６１８番８
地先から安佐南区東野二丁目６
１８番１地先まで
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　　　　　　　　　　　住　所　　広島市安佐南区八木五丁目１

８番９号

６　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行

者の選任の有無　　　無

７　代理人の有無　　　無

８　解散の事由　　　　無

９　認可年月日　　　　令和６年９月１８日



広島市告示（安佐南区）第１３５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年９月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第９４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２０年９月２９日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した城裏町内会（代

表者　秋元　誠造）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安芸区）第８４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第８５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部七丁
目１９番２７－６号

広島市安佐北区可部七丁
目１４番４６号

代表者の
氏名及び
住所

秋元　誠造
広島市安佐北区可部七丁
目１９番２７－６号

岡田　哲幸
広島市安佐北区可部七丁
目１４番４６号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和６年９月５日

３　道路の位置　　広島市安芸区船越南三丁目の２４４３番１の

一部及び２４４４番１の一部

４　幅員　　　　　５．００メートル

５　延長　　　　　２４．３２メートル



広島市告示（安芸区）第８６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第８７号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年９月１７日から同年１０月１日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第８８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年９月１７日から同年１０月１日まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区２９
号線

広島市安芸
区矢野西一
丁目４３５
１番地１０
地先から
広島市安芸
区矢野西一
丁目４３２
４番地６地
先まで

旧

メートル
3.00
～

3.00

メートル

240.00

新

メートル
3.25
～

4.00

メートル

240.00
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広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第８９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸４
区２９
号線

広島市安芸区矢野西一丁目
４３５１番地１０地先から
広島市安芸区矢野西一丁目
４３２４番地６地先まで

令和６年９月１
７日

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和６年９月３日から同月１７日まで、広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１００号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年８月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０１号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年９月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ８ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定をします。そ

の関係図書は、令和６年９月１８日から同年１０月２日まで、広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯２区９３号里
道

広島市佐伯区利松二丁目１９８番
地先から広島市佐伯区利松二丁目
１９８番地先まで

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯３区６５０号
里道

佐伯区坪井二丁目１１２９番１地
先から佐伯区坪井二丁目１１２６
番２地先まで
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

広島市告示（佐伯区）第１０３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ９ 日　

広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市条

例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年９月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日　

　平成２３年１０月１４日付けで地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として

認可した湯戸町内会（代表者　岡田　博義）について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

　代表者氏名及び住所

　横田　達男

　広島市佐伯区五日市町石内６４３６番地２



広島市告示（佐伯区）第１０５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年９月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

公　　　　　　　告

令和６年９月６日　

　令和６年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙におけ

る候補者として届出のあった者の氏名及び住所を、土地区画整理

法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２４条第５項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者（届出順）

公 告

氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地

上田　英司 広島市中区舟入本町３番４号

株式会社西都 広島市中区鉄砲町２番８号

坂田　輝彦 広島市西区己斐中一丁目８番４８号

田中　孝男 広島市西区己斐中二丁目１３番１８号

平田　道代 広島市中区幟町５番２５－９０２号

太田　弘之
広島市西区己斐本町二丁目１２番７－１０１
号

山木　彰 広島市西区己斐中一丁目８番４７号

２　宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の

候補者



公　　　　　　　告

令和６年９月６日　

　令和６年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のう

ち、宅地の所有者については、届出のあった候補者の数が選挙す

べき委員の数をこえないため、土地区画整理法施行令（昭和３０

年政令第４７号）第２６条の規定により、投票は行いません。

広島市長　　松　井　一　實　



公　　　　　　　告

令和６年９月６日　

　令和６年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のう

ち、宅地について借地権を有する者については、届出のあった候

補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、土地区画整理法

施行令（昭和３０年政令第４７号）第２６条の規定により、投票

は行いません。

広島市長　　松　井　一　實　



公　　　　　　　告

令和６年９月３０日　

　令和６年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙におい

て、委員に当選した者の氏名及び住所を、土地区画整理法施行令

（昭和３０年政令第４７号）第３５条第５項の規定により、次の

とおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

委員に当選した者

名称 主たる事務所の所在地

株式会社石川
翠樹園

広島市西区己斐中一丁目８番６号

氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地 区分

上田　英司 広島市中区舟入本町３番４号 宅地所有者
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太田　弘之
広島市西区己斐本町二丁目１２
番７－１０１号

宅地所有者

株式会社西都 広島市中区鉄砲町２番８号 宅地所有者

坂田　輝彦
広島市西区己斐中一丁目８番４
８号

宅地所有者

田中　孝男
広島市西区己斐中二丁目１３番
１８号

宅地所有者

平田　道代
広島市中区幟町５番２５－９０
２号

宅地所有者

山木　彰
広島市西区己斐中一丁目８番４
７号

宅地所有者

株式会社石川
翠樹園

広島市西区己斐中一丁目８番６
号

借地権者

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日　

　令和６年９月２日現在における地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５０１人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２１，８７６人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による瑳挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，５１２人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，３９８人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，０９７人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，２９４人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，５３７人

　　　　　　　　　安佐北区　　３８，８６６人

　　　　　　　　　安芸区　　２０，９３９人

　　　　　　　　　佐伯区　　３８，３６１人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６２，５０１人

広島市教育委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和６年９月１０日（火）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【非公開予定議題】

　　広島市立図書館協議会委員の任命について（議案）

　　広島市公民館運営審議会委員の委嘱について（議案）

　　広島市スポーツ推進審議会委員の任命案に対する意見につ

いて（議案）

広島市監査公表第２２号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公

表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　企画総務局　　人　事　部　　人　事　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　給　与　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　福　利　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　研修センター

教育委員会告示

監査公表
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　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯）

　　　　　　　　　　市　民　部　　区政調整課

　　　一般財団法人広島市職員互助会

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和６年４月１１日から同年８月２日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る

出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監

査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　市　民　局　　文化スポーツ部　　文化振興課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ振興課

　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯）

　　　　　　　　　　市　民　部　　　　地域起こし推進課

　　　公益財団法人広島市文化財団

　　　公益財団法人広島市スポーツ協会

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和６年４月１１日から同年８月２日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２４号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　経済観光局　　農林水産部　　農　政　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　農林整備課

　　　　　　　　　　　　　　　　　水　産　課

　　　区　役　所　（中、東、南、西）

　　　　　　　　　　市　民　部　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　　建　設　部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　農林建設部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　公益財団法人広島市農林水産振興センター

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
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　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和６年４月１５日から同年８月２０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除

き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

　　（法定外公共物目的外使用許可事務について）

　　　市は、法定外公共物である農道、林道及び里道（市街化区

域内に存するものを除く。）等（以下「農道等」という。）

を管理する者として、農道等を公共の用に供する上で通行安

全確保の責務を有しているといえる。

　　　各区役所維持管理課が所管する農道等に係る目的外使用許

可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合

は、広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工

事着手届及び工事完了届（以下「完了届等」という。）を提

出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされてお

り、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させる

とともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを

確認する必要がある。

　　　しかしながら、各区役所維持管理課において作成している

農道等に係る管理用の台帳について、一部の区役所維持管理

課では完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられて

いなかった。その結果、工事完了届の提出漏れを看過し、工

事完了後の検査が行われていない事例が見受けられ、農道等

の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえな

い状況となっていた。

　　　ついては、農道等の通行安全確保の責務を確実に果たすた

め、目的外使用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内

部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。

６　監査の意見

　　（法定外公共物目的外使用許可事務について）

　　　同時に行った道路交通局及び下水道局を対象とした監査に

おいて、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及

び法定外公共物の目的外使用許可事務、下水道局が所管する

公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出

漏れの看過などの事例が複数見受けられた。

　　　ついては、経済観光局、道路交通局及び下水道局において

は、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地

等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行わ

れることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの

事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれ

たい。



広島市監査公表第２５号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　道路交通局　　　　　　　　　道路交通企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　道路管理課

　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯）

　　　　　　　　　　市　民　部　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　（中、東、南、西）

　　　　　　　　　　建　設　部　　維持管理課

　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　農林建設部　　維持管理課

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年４月１５日から同年８月２０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除

き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

　　（道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務に

ついて）

　　　市は、道路管理者として、道路法の規定に基づき、広島市

道等における道路管理上の通行安全確保の責務を課せられて

いる。また、法定外公共物である里道（市街化区域内に存す

るものに限る。以下「里道」という。）を管理する者とし
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て、里道を公共の用に供する上で同様の責務を有していると

いえる。

　　　各区役所維持管理課が所管する道路占用許可事務及び里道

に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削

等の工事を行う場合は、広島市道路占用規則又は広島市法定

外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工

事完了届（以下「完了届等」という。）を提出し、工事完了

届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持

管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に

工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要があ

る。

　　　しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のと

おり、広島市道等又は里道の通行安全確保に係る事務を適正

に実施しているとはいえない事例が見受けられた。

　　　道路占用許可事務にあっては、完了届等の提出や検査の

実施状況を管理するために作成する必要がある「申請受付

簿」が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れ

を看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例

　　　里道に係る目的外使用許可事務にあっては、管理用の台

帳が作成されていたものの、完了届等の提出状況が確認で

きる記載欄が設けられておらず、その結果、完了届等の提

出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった

事例

　　　両許可に係る工事完了の検査後における決裁処理が行わ

れていなかった事例

　　　ついては、広島市道等又は里道の通行安全確保の責務を確

実に果たすため、これらの許可事務全体を通しチェック体制

の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図

られたい。

６　監査の意見

　　（道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務に

ついて）

　　　管理台帳の見直し等の検討について

　　　　道路占用許可事務マニュアルにおいては、「申請受付

簿」のほか、道路占用料徴収事務の進行管理に用いる「道

路占用物件許可台帳」の作成を求めているが、これらは、

いずれも道路占用許可事務に係る進行管理を目的とするも

のであり、内容が重複している。

　　　　ついては、事務を適正かつ効率的に行う観点から、管理

台帳の見直し等を検討されたい。

　　　占用許可事務及び使用許可事務に係る全庁的な見直しの

検討について

　　　　同時に行った経済観光局及び下水道局を対象とした監査

において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使

用許可事務や下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用

許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例

が複数見受けられた。

　　　　ついては、道路交通局、経済観光局及び下水道局におい

ては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道

敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じ

て行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそ

れぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して

取り組まれたい。



広島市監査公表第２６号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　下 水 道 局　　施　設　部　　計画調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　管　路　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　区　役　所　（中、東、南、西）

　　　　　　　　　　建　設　部　　維持管理課

　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　農林建設部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年４月１５日から同年８月２０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除

き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

　　（公共下水道敷地等占用許可事務について）

　　　市は、公共下水道又は農業集落排水処理施設の敷地又は排

水施設（以下「公共下水道敷地等」という。）を管理する者

として、公共下水道敷地等を適切に管理する責務を有してい

る。

　　　各区役所維持管理課が所管する公共下水道敷地等に係る占
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用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う

場合は、許可条件に基づき、所定の工事着手届及び工事完了

届（以下「完了届等」という。）を提出し、工事完了届の提

出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課

は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が

完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。

　　　しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のと

おり、公共下水道敷地等の管理に係る事務を適正に実施して

いるとはいえない事例が見受けられた。

　　　完了届等に係る管理用の台帳が作成されておらず、その

結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が

行われていなかった事例

　　　工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかっ

た事例

　　　ついては、公共下水道敷地等を適切に管理するため、占用

許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に

努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。

６　監査の意見

　　（公共下水道敷地等占用許可事務について）

　　　同時に行った経済観光局及び道路交通局を対象とした監査

において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用

許可事務、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務

及び法定外公共物の目的外使用許可事務についても完了届等

の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。

　　　ついては、下水道局、経済観光局及び道路交通局において

は、公共下水道敷地等の占用許可事務及び法定外公共物の目

的外使用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行わ

れることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの

事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれ

たい。



広島市監査公表第２７号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　消　防　局　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　職　員　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　　　　予　防　部　　予　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　指　導　課

　　　　　　　　　　消　防　署　（中、東、南、西、安佐南、

安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　警　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　予　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　張　所（１６か所）

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年４月１８日から同年８月２日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２８号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　水　道　局　　営　業　部　　営　業　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　業務管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　営　業　所（安佐南、安佐

北、安芸、佐伯）

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年４月１１日から同年８月２日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済
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的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２９号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　農業委員会事務局

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年５月２２日から同年８月２日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３０号　

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　環　境　局　　施　設　部　　埋立地整備管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　工　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　場（中、安佐南、

安佐北）

　　　経済観光局　　農林水産部　　農林整備課

　　　　　　　　　　中央卸売市場　中 央 市 場

　　　都市整備局　　営　繕　部　　設　備　課

　　　区　役　所　（中）

　　　　　　　　　　建　設　部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　（安佐南）

　　　　　　　　　　農林建設部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する契約金額が１００万円以上の工事、工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

２　監査の期間

　　令和６年５月７日から同年８月２日まで

３　監査の着眼点

　　工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容

及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、ま

た、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。

　　過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等に

ついて、類似の工事等の事務が改善され適切に実施している

か。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第３３号　

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ７ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、広島市長か
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ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお、併せて、広島市長から通知のあった監査の意見に対する

対応結果についても、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表す

る。

（別　紙）

平成３１年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

（市民局）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

　　令和２年２月６日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　大濱　香織

３　監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

　　令和６年８月２８日（広文ス第２５７号）

４　監査のテーマ

　　広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

　　（中区スポーツ施設）「指定管理者　実地調査チェック票」のチェック項目記載漏れについて
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部スポーツ振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　担当課は、広島市中区スポーツセンター外３５施設の管理に関する協定書の規
定に基づいて、各スポーツ施設のモニタリング実地調査を年２回実施している。
実施に際しては、「指定管理者実地調査チェック票」により、チェック項目の確
認を行い、チェック漏れのないように努めているが、中区スポーツセンター外施
設の平成３０年１１月３０日分及び平成３１年２月１８日分のサンプル調査を
行ったところ、「巡回確認」のチェック項目にあるトイレや更衣室の「良・悪」
欄のいずれにもチェックがなされていないものがあった。これでは、確認したの
かしていないのかも含めて、実地調査の目的を果たしていない。
　実地調査は、２名１組で実施されていることや、チェック漏れを防止する目的
で作成されている「チェック票」に掲げてある項目については、最低限のチェッ
クをすべきであり、報告時の決裁も含めて適切に確認されたい。

　監査の結果を受けて、令和２年２月及び３月に
実施した平成３１年度モニタリング実地調査か
ら、２名の調査担当者が確認し合うことにより
「指定管理者実地調査チェック票」の記載漏れの
防止を図ることとした。
　また、当該調査後に行う所属長への実地調査報
告の回議においても、このチェック票を添付し、
報告内容を適切に確認することとした。

　　（中区スポーツ施設）監視カメラの修繕時期が「施設修繕事前協議書」の決裁時期と間隔が空いていることについて
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部スポーツ振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　吉島屋内プールにおいて、「監視カメラ取替修繕」として、平成３１年３月に
施工されている。
　広島市スポーツ協会（以下「協会」という。）内の手続として、施設修繕の要
否を「施設修繕事前協議書」（以下「協議書」という。）により判断している
が、平成３０年７月１９日頃、故障の事実が発生したため「協議書」を同年７月
２３日に起案し、その際に、『修繕の実施』を判断したが、協議書添付見積書の
提示の平成３０年１０月１０日まで約２か月半が経過し、さらに実際に契約をし
た平成３１年２月８日まで約６か月が経過している。実際に監視カメラが取り付
けられた施工日は平成３１年３月２０日であるから、故障発生から約８か月後ま
で２台の監視カメラは使用不能な状態のままであったことになる。
　故障事実の発生については、「協議書」に記載された「修繕実施の内容及び理
由」において『吉島屋内プール内の監視カメラ３台中２台が故障し映らない。ま
た、レコーダーも耐用年数を超え、いつ録画できなくなるかわからない。防犯や
緊急対応時に必要である。』とされていることからみて、基本協定書第２９条第
２項第３号「その他本業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれ
がある場合」に該当するため、その発生月において「故障している旨」を報告す
るべきであり不当である。
　利用者の安全面が最優先されるべきであり、本件のように「防犯や緊急対応時
に必要」としながら、故障の発生時から８か月を経過しての修繕実施は明らかに
期間が空きすぎであり不当である。
　担当課は、安全面からみれば遊泳中の監視員が常駐していること、また、防犯
面からみれば、５台のうち３台は稼働していることから、いずれも支障がないと
説明するが、例えば、当該８か月間に犯罪行為が発生し、カメラの故障により情
報提供ができない結果となった場合であるとか、監視員が通常以上の緊張感で監
視に当たらなければならない状況であることを考えれば、速やかに修繕に取り掛
かるべきであったと考える。

　監査の結果を受けて、次のとおり措置を講じ
た。
ア　改修と修繕の定義（取扱い）を明確にするこ

と。
　改修とは「固定資産の価値を増加させるもの」
であり、修繕とは「毀損に対する原状回復」であ
ること、業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し
た場合は基本協定書第２９条第２項の規定により
直ちに報告することを、指定管理者に周知した。
　また、業務実施報告書の記載内容を見直し、令
和２年度４月分の報告から、「修繕の件名」に加
え「金額や施工期間等」も記載させ、修繕の詳細
な実施状況や、改修・修繕の適切な区別について
確認できるようにした。
イ　修繕の金額基準（おおむね１００万円未満）

とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊
急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対
応できるようにすること。

　修繕の金額基準について、基本協定書において
１件１００万円以上の修繕は本市が行い、１００
万円未満の修繕を指定管理者が行うこととしてい
たところ、令和２年４月１日の指定管理者の指定
の更新に当たり、緊急時においては、指定管理者
と協議の上、例外的に１件１００万円以上の修繕
も指定管理者が行うことができるよう基本協定書
を改めるとともに、これに係る迅速な意思決定を
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　指定管理者として「施設の適正な管理を確保しつつ、市民サービスの質の向上
を図る。」という運営方針に逆行したものであり、今後は、基本協定書及び仕様
書並びに実施報告書において、広島市と協会の間で、故障や修繕等の発生報告が
速やかに行われるよう次のような改善策を検討されたい。
ア　改修と修繕の定義（取扱い）を明確にすること。
イ　修繕の金額基準（おおむね１００万円未満）とは別に、利用者サービスと安

全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるように
すること。

ウ　指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。

行うための協議様式を作成し、指定管理者に対し
て、緊急時におけるこれらの取扱いを周知した。
ウ　指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てるこ

と。
　専門業者の点検結果等から設備の劣化度を判断
し、利用者の安全確保を最優先するとともに、市
民サービスへの影響度合いなどを考慮して、小規
模な修繕で対応可能なものと、大規模修繕又は改
修すべきものを仕分けするなど、所管している指
定管理者制度導入施設の修繕・改修等費用の平準
化を考慮した中期的な修繕計画を策定した。

　　（東区スポーツ施設）監視カメラ設備、空調機及び電気設備の各修繕を分割発注していることについて
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部スポーツ振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　東区スポーツセンター及び総合屋内プールともに、①「監視カメラ設備修繕」
（以下「監視カメラ等」という。）、②「空調機修繕」及び「電気設備修繕」
（以下「空調機等」という。）として、それぞれ１回当たり修繕料として、契約
金額が１００万円に近い金額になっている。
　広島市スポーツ協会（以下「協会」という。）としては、当該「監視カメラ
等」及び「空調機等」の取替えは「修繕」と判断し、「基本協定書」及び「仕様
書」の規定により、１００万円未満の「修繕」であれば、指定管理料からの支出
が認められると判断したと推察されるが、本件は、実態は「改修」であるから、
平成２９年度及び平成３０年度に「監視カメラ等」修繕料として支出した合計金
額６，２０４，６００円、平成３０年度に「空調機等」修繕料として支出した合計
金額３，８９８，８００円は、金額基準により、それぞれ１００万円を超える「大
規模修繕」となり、本来は、「設備全体の改修」として工事全体の規模を把握す
るとともに、広島市に報告し、基本的には広島市の負担により施工すべきであっ
た。
　さらに、この発注方法は、一体工事を分割して発注する、いわゆる『分割発
注』という形態であり、極めて問題である。また、この方法を採ったことで広島
市と指定管理者との費用負担とは別に、次の問題も生じる。
　協会は、契約事務について、「広島市契約規則」に準拠しており、本来であれ
ば、本件修繕料は「設備全体の改修」として広島市に報告し、広島市が一般競争
入札で契約すべきであったところ、本件のように協会が『分割発注』したこと
で、広島市が結果的に一般競争入札を逃れ、適正な競争を妨げたことは、地方自
治法の趣旨に鑑みれば不当である。
　本件は『分割発注』方式で随意契約をしており、個々の契約は、限りなく１０
０万円に近い金額となっていることから、全体的に改修する場合と比べて高額な
契約になることは明白であり、一般競争入札をした場合の契約額と本件随意契約
の契約額との差額については過大な支出となるものであり、極めて重大な問題で
ある。
　協会は「適正な価格で契約をしている。」という認識を改め、重大な事態であ
るという認識を持つべきである。
　今後は、基本協定書及び仕様書並びに実施報告書において、広島市と協会の間
で、故障や修繕等の発生報告が速やかに行われるよう次のような改善策を検討さ
れたい。
ア　改修と修繕の定義（取扱い）を明確にすること。
イ　修繕の金額基準（おおむね１００万円未満）とは別に、利用者サービスと安

全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるように
すること。

ウ　指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。

　監査の結果を受けて、次のとおり措置を講じ
た。
ア　改修と修繕の定義（取扱い）を明確にするこ

と。
　改修とは「固定資産の価値を増加させるもの」
であり、修繕とは「毀損に対する原状回復」であ
ること、業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し
た場合は基本協定書第２９条第２項の規定により
直ちに報告することを、指定管理者に周知した。
　また、業務実施報告書の記載内容を見直し、令
和２年度４月分の報告から、「修繕の件名」に加
え「金額や施工期間等」も記載させ、修繕の詳細
な実施状況や、改修・修繕の適切な区別について
確認できるようにした。
イ　修繕の金額基準（おおむね１００万円未満）

とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊
急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対
応できるようにすること。

　令和２年２月に指定管理者に対して今後、分割
発注等の不適正な事務処理を行わないよう指導し
た。
　修繕の金額基準についても基本協定書において
１件１００万円以上の修繕は本市が行い、１００
万円未満の修繕を指定管理者が行うこととしてい
たところ、令和２年４月１日の指定管理者の指定
の更新に当たり、緊急時においては、指定管理者
と協議の上、例外的に１件１００万円以上の修繕
も指定管理者が行うことができるよう基本協定書
を改めるとともに、これに係る迅速な意思決定を
行うための協議様式を作成し、指定管理者に対し
て、緊急時におけるこれらの取扱いを周知した。
ウ　指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てるこ

と。
　専門業者の点検結果等から設備の劣化度を判断
し、利用者の安全確保を最優先するとともに、市
民サービスへの影響度合いなどを考慮して、小規
模な修繕で対応可能なものと、大規模修繕又は改
修すべきものを仕分けするなど、所管している指
定管理者制度導入施設の修繕・改修等費用の平準
化を考慮した中期的な修繕計画を策定した。

　　広島市スポーツ協会管理運営事業等に対する補助金等（補助金・出資金）
　　　広島東洋カープから広島市が受けた寄附金を広島市スポーツ協会の特定資産に計上し、活用されていないことについて
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部スポーツ振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　平成１５年から平成３０年までの間、広島東洋カープから広島市が受けた寄附
金５億６千万円は、広島市から広島市スポーツ協会にさらに出えんされ、広島市
少年野球振興基金として特定資産にストックされている。
　しかし、平成１５年度から平成３０年度までの広島東洋カープからの寄附金５
億６千万円については、全く使われていない。
　担当課に今後の活用計画について質問したところ、広島県が広島西飛行場跡地

　広島西飛行場跡地利用計画に基づき、広島西飛
行場跡地に多目的スポーツ広場を整備することと
しており、広島市少年野球振興基金は、その財源
として活用することを令和２年３月に決定した。
　その整備工程については、令和２年度から３年
度において基本設計・実施設計等を、令和３年度
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にＭＩＣＥ（国際会議が可能となる大型施設等のインフラ整備）の実現可能性に
ついての検討をしているため、それを受けて多目的広場等の整備に係る費用の財
源として基金を活用することになるとの回答があった。
　担当課は、平成１５年度から基金が活用されていないことから、運用益を含め
て基金を活用していくよう、今後の事業実施を検討すべきである。

から５年度において造成等工事を行い、令和５年
度から６年度において上物工事（人工芝、防球
ネット等）、設備工事、備品購入を行うこととし
ており、当該基金については、令和５年度以降の
整備に係る費用の財源として充てることとした。

令和５年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（健康福祉局）

１　監査意見公表年月日

　　令和６年２月５日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年９月９日（広高介第２０６号）

４　監査のテーマ

　　補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

民間老人福祉施設の理学療法士等雇用に係る補助金について
（所管課：健康福祉局高齢福祉部介護保険課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　ひと月当たり、特別養護老人ホームであれば最大２万円、養護老人ホーム及び
軽費老人ホームは共に最大１万円が補助金として交付される。その際における理
学療法士等の勤務時間は最低３時間以上とされている。そのため、複数の事業所
において、補助対象経費の半分未満しか補助金が交付されていない。このような
補助金が補助事業に貢献し得ているか、現状では判断しがたい。
　そこで、効果測定を実施すべきである。その結果次第では、民間の老人施設が
補助事業をより積極的に取り組めるよう、当該補助金の交付額を増額するなど、
工夫していく必要があると考える。

　本来、理学療法士及び作業療法士（以下「理学
療法士等」という。）の雇用等に係る経費は、各
施設において介護報酬や老人保護措置費等により
賄われる。
　当該補助金は、入所者に対する専門的かつ効果
的なリハビリテーションの提供及び職員のリハビ
リテーションに関する処遇技術の向上を図ること
を目的に、介護報酬等に上乗せして、理学療法士
等の雇用等に係る経費の一部を補助するものであ
り、こうした経費の全額又は大半を賄うことを目
的としたものではないことから、補助対象経費に
占める補助金交付額の割合によって事業効果が判
断されるものではないと考える。
　また、監査の実施を受けて、令和５年度に当該
補助金の交付申請を行った１３施設に対しアン
ケート調査を実施したところ、全ての施設から、
当該補助金を入所者の心身機能の維持などのため
に有効に活用している旨の回答があった。なお、
交付額の増額を希望したのは１施設のみであっ
た。
　以上のことから、現状において、当該補助金は
上記の事業目的の達成に貢献するものであり、そ
の交付額も妥当であると判断しており、今後と
も、当該補助金が積極的に活用されるよう周知を
図っていくこととする。

監査告示

広島市監査告示第４号　

令和６年９月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第９

項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

包括外部監査の事務を補助する者でなくなった者の氏名及び住所

氏名 住所

川島　好勝 広島市中区




